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議案第 18 号 

平成２９年度登米市水道事業会計予算 

（総則） 

第１条  平成２９年度登米市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる｡ 

（業務の予定量） 

第２条  業務の予定量は、次のとおりとする｡ 

（１）給水件数               ３０，５００件 

（２）年間総配水量          ９，２２３，９４０ 

（３）年間総有収水量         ７，９１４，１００ 

（４）主な建設改良事業 

ア 取水施設整備事業 ７３２，２５６ 千円 

イ 導水施設整備事業 １７，８２０ 千円 

ウ 浄水施設整備事業 １９０，０１８ 千円 

エ 送水施設整備事業 ９８，０１０ 千円 

オ 配給水施設整備事業 １，００７，９７５ 千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める｡ 

収    入 

第８款 水道事業収益  ２，６３２，６４８ 千円 

第１項 営 業 収 益  ２，２７１，４３０ 千円 

第２項 営業外収益  ３６０，８５４ 千円 

第３項 特 別 利 益  ３６４ 千円 

支    出 

第９款 水道事業費用  ２，５４３，３４１ 千円 

第１項 営 業 費 用  ２，２９１，１２１ 千円 

第２項 営業外費用  ２３０，４１５ 千円 

 第３項 特 別 損 失  １，８０５ 千円 

第４項 予 備 費  ２０，０００ 千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額

が資本的支出額に対し不足する額１，１３９，６７２千円は、過年度分損益

勘定留保資金１，００９，７３９千円、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額１２９，９３３千円で補てんするものとする）｡ 



収    入 

第１０款 資 本 的 収 入  １，５９３，５１５ 千円 

第１項 企 業 債  １，０６９，４００ 千円 

 第２項 負担金及び補償金  １１０，８８０ 千円 

 第３項 補 助 金          １２５，０５８ 千円 

 第４項  出 資 金          ２７７，７５５ 千円 

第５項  加  入  金  １０，４２２ 千円 

支    出 

第１１款 資 本 的 支 出          ２，７３３，１８７ 千円 

 第１項 建 設 改 良 費          ２，０５０，９３９ 千円 

 第２項 企 業 債 償 還 金          ６８２，２４８ 千円 

（企業債） 

第５条  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとお

りと定める｡ 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

ア 取水施設整備事業
千円      

450,500 証書借入 5.0％以内 

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

政府資金及び

地方公共団体

金融機構資金

については、

利率の見直し

を行った後に

おいては、当

該見直し後の

利率） 

借入先の融資

条件による。

ただし、企業

財政その他の

都合により繰

上償還又は低

利に借り換え

ることができ

る。 

イ 導水施設整備事業 10,600

ウ 浄水施設整備事業 110,300

エ 配水管整備事業 359,100

オ 緊急時用連絡管 

整備事業 
12,100

カ ダクタイル鋳鉄管

更新事業 
35,600

キ 管路緊急改善事業 65,100

ク 配水池築造事業 26,100

合   計 1,069,400

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第６条  次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金

額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会

の議決を経なければならない。 

職員給与費  ２３６，９２１ 千円 



（他会計からの補助金） 

第７条 地方公営企業法第１７条の３の規定に基づく登米市一般会計からこの

会計へ補助を受ける事項、金額は次のとおりと定める。 

事   項 金  額 

統合簡易水道繰入金（東和） ７，３７２千円

統合簡易水道繰入金（石越） ２７，１７６千円

統合簡易水道繰入金（横山） ２０，４８９千円

合  計 ５５，０３７千円

（たな卸資産の購入限度額） 

第８条  たな卸資産の購入限度額は、４７，４００千円と定める｡ 

平成２９年２月２日 提出 

登米市長 布施 孝尚 


